
●緊急事態宣言時に課されるカラオケ設備の提供
禁止が緩和され、収容率の上限を５０％としてカ
ラオケ設備の利用ができます。

ワ ク チ ン ・ 検 査
パ ッ ケ ー ジ 制 度
登 録 店

※感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が
見込まれる場合には、適用とならないことがあります。

●緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等で課
される利用者の人数制限（同一グループの同一
テーブルでの５人以上の会食を避けるよう要請）
が緩和されます。


